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病院における災害対応マニュアルについては、阪神淡路⼤震災での反省をもとに⽰された、「災害時に
おける初期救急医療体制の充実強化について」とその後に作成の⼿引きが⽰され、多くの施設で整備が
進められてきた。しかし東⽇本⼤震災に鑑み、多くの施設で「想定外」の事態に遭遇し、マニュアルの実
効性について多くの問題点が明確となった。その原因として、病院におけるマニュアルの多くは「不測の
事態」に対する具体的なイメージに⽋け、そのために必要な措置を⾏うための「備え」が⾜りなかったこ
とが挙げられる。この事態を受け、昨今クローズアップされるようになったのが「事業継続計画 business 
continuity plan:BCP」であり、病院におけるマニュアル再構築において必要不可⽋なものとなった。 
 BCP とは震災などの緊急時に低下する業務遂⾏能⼒を補う⾮常時優先業務を開始するための計画で、
遂⾏のための指揮命令系統を確⽴し、業務遂⾏に必要な⼈材・資源、その配分を準備・計画し、タイムラ
インに乗せ確実に遂⾏するためのものである。 
BCP の考え⽅の根底にあるのは、⽇常から「不測の事態」を分析して、⾃らの施設の脆弱な点を洗い出
し、その弱い部分を事前に補い備えることである。これは病院機能維持のための準備体制、⽅策をまとめ
た計画といえる。 
 BCP の進め⽅は①⽅針の決定②計画③実施および運⽤④教育・訓練の実施⑤点検および是正処置⑥経
営層による⾒直しであり、⑥から①に戻ること（PDCA サイクルに相当）で、継続計画が改善されてい
く仕組みとなっている。これらを、これまで病院として取り組んできたことに当てはめると①⽅針②マ
ニュアル・プラン・アクションカードの策定③教育・研修・訓練④実践⑤実践・訓練の検証⑥対応策の改
善という構図となる。 
 災害時病院において病院機能の維持に加え、被災患者を含めたすべての患者の診察が事業の中⼼とな
り、震災が⽣じた直後からの初動期、急性期、亜急性期、慢性期へと変化する災害のフェーズに対し継ぎ
⽬なく可及的円滑に⾏われるべきである。病院機能の損失を出来るだけ少なくし、機能の⽴ち上げ、回復
を早急に⾏い、継続的に被災患者の診療にあたれる計画（BCP）を盛り込んだマニュアル作りが求められ
ており、それにより病院の被災状況、地域における病院の特性、地域でのニーズの変化に耐えうるものに
確⽴できるのである。 
 従来のマニュアルと BCP の違いとしては、従来のマニュアルは「主として災害急性期の動的な対応を
⾏うための取り決め事」を整理して作成したのに対し、BCP はそのカバーする範囲が広く、静的な事前
の点検や準備をも含めたものである。違いを具体的に挙げると、「職員は震度 6 弱以上の地震の際には、
病院に参集する」は BCP において、「被災した状況下で考えられる、外部にいる職員の被災や、交通の
遮断、家族の反対などによって多くの職員が参集できない、あるいは参集が著しく遅れる可能性を分析
し、その上で、被災かであっても参集できるように、平常時から個々の職員が病院の宿舎や近隣に居住す



る、バイクや⾃転⾞などの参集⼿段を確保する、家族への理解を得ておくなどの⽅策を講じるとともに、
参集した少ない職員での業務の能率的な運⽤⽅法を策定し、それが遂⾏できるように訓練をしておく」
というように実効的な形をイメージし、より具体的に作成される必要がある。「BCP に基づいたマニュア
ル」とは、従来の動的な部分のマニュアルに加え、脆弱な点を明らかにし、⽅策の実効性を⼗分検討した
上で策定されるものである。災害にはフェーズがあり、そのフェーズ毎に求められるニーズの変化に対
応できるように従来の初動期、急性期のみならず、事前の準備、亜急性期・慢性期への計画を含む点も従
来のマニュアルとの⼤きな相違点である。 
 BCP においては、特に実効性のある事前計画に重きが置かれる。BCP マニュアルを構成する上で、「病
院の⽴地、規模、特性、地域性に根ざし、考えられる災害に対して、どのような⽬的で、どのように備え
るのか」「他のマニュアル（地域防災計画、消防計画等）との整合性や位置づけ、部⾨別や特殊な状況に
ついては、本マニュアルと連動した、実働的な部⾨別マニュアルやアクションカードの運⽤も必要であ
ること」「マニュアル⾃体は、必要に応じて適宜⾒直され、より実効性の⾼いものとして『管理』してゆ
く必要性がある」などのことを⾔及する必要がある。また、構成する上で章⽴てすることも重要であり、
第Ⅰ章「災害対応基本⽅針」、第Ⅱ章「BCP に基づいた災害対応のためのチェック項⽬：本ガイドライン
のチェック項⽬を活⽤」、第Ⅲ章「災害対応のための事前準備」第Ⅳ章「急性期災害対応（従来の災害対
応マニュアルに相当）」、第Ⅴ章「フェーズ、ニーズの動向への対応（亜急性期・慢性期対応）」第Ⅵ章「帳
票類、各種記録・報告⽤紙、付表など」となる。第Ⅰ章では、考え得る災害と被害、求められる病院対応、
職員の参集と職員登録について⾔及しており、災害発⽣時の対応について⾔及している。第Ⅱ章では BCP
に基づいた災害対応のためのチェック項⽬、評価と改善点について⾔及しており、現状、災害時、災害後
において定期的、⽤事的に評価を繰り返し、改善する必要性を謳っている。第Ⅲ章では職員の研修や訓
練、災害時必要物品、災害時情報伝達⼿段について⾔及しており、災害が⽣じる前の事前準備の必要性が
⽰されている。第Ⅳ章は従来のマニュアルの本体部分であり、BCP の観点からは、停電時、担当者不在
の場合、夜間・休⽇帯の発災にも対応できるように計画を⾒直す必要がある。第Ⅴ章では医療⽀援者対
応、物流対応、臨時勤務態勢の確⽴（休息）、災害時要救援者への対応、災害モードの収束、終了などが
⽰されている。第Ⅵ章では各種のリスト、帳票類、報告⽤紙、付表などをまとめている。 
 これまでの動的な⾯に重きを置いていた災害時のマニュアルに、静的な⾯の重要性を⽰した BCP の概
念を盛り込むことは、これまでの災害における被害や対応の反省点を未知の災害に⼗分に対応し、活か
すために必要不可⽋なものであると考える。 
 


